
いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

　　　　　　　 引き続き、バリアフリー新法の判定が必要ですので下記質問へ進んでください。

はい

はい

都市計画区域内ですか？

施設の敷地内に附設される
駐車場ですか？

いいえ

駐車場は建築物または構築物です
か？

駐車場法第12条による設置の届出が必要です。規定の書類を提出してください。

はい

はい

はい

はい

一般公共の用に供する駐車場ですか？
（月極・従業員専用等は除く）

駐車の用に供する部分の合計が５００㎡以上ですか？
（車路等の面積は除く）

駐車料金を徴収する設備を設置しますか？

いいえ

バリアフリー新法第12条による設置の届出が必要です。規定の書類を提出してください。

駐車場法・バリアフリー新法による路外駐車場届出のフローチャート

バリアフリー新法第12条による設置の届出は不要です。
　　　　　但し、バリアフリー新法および大阪府福祉のまちづくり条例により

適合すべき構造及び技術的基準が規定されています。

　　施設の敷地内に附設される駐車場であれば駐車場法第12
条及びバリアフリー新法第12条による設置の届出は不要です。

駐車場法施行令で定める
技術基準に適合させる必要があります。

駐車場法第12条による届出は不要です

駐車場法第12条による届出は不要です

駐車場法第12条による届出は不要です


